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1． はじめに 

1－1． 背景と目的 

わが国では，これまで，「自転車道の整備等に関する法律」（昭和 45 年法律第 16 号）

や「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」（昭

和 55 年法律第 87 号）に基づき，大規模自転車道の整備，交通事故対策，放置自転車

対策等が推進されてきました。 

このような中，自転車の活用による環境負荷の低減，災害時における交通機能の維持，

国民の健康増進を図ることなど新たな課題に対応するため，交通の安全の確保を図り

ながら，自転車の利用を増進し，交通における自動車への依存を低減することによって，

公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする「自転車活用推進法」（平成 28 年

法律第 113 号）が平成 29 年 5 月に施行されました。 

その後，同法第 9 条に基づき，自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るための基本計画である「自転車活用推進計画」（以下，「国の推進計画」

という。）が，平成 30 年 6 月に閣議決定されました。また，同法第 10 条及び第 11 条

において，都道府県及び市町村は，国の推進計画を勘案し，地域の実情に応じた自転車

の活用の推進に関する施策を定めた計画（都道府県又は市町村自転車活用推進計画）を

定めるよう努めなければならない旨が記されているところです。 

広島県は，国の推進計画策定を契機として，自転車の走行環境を整えるまちづくり，

スポーツと健康の増進における自転車の活用，サイクルツーリズムの推進及び自転車

の交通安全等について，総合的に推進し，豊かで活力ある地域づくりに向けて取り組む

「広島県自転車活用推進計画」を平成 31 年３月に策定しており，本市においても，広

島県自転車活用推進計画を基本として，「三次市自転車活用推進計画」（以下，「本計画」

という。）を策定するものです。 
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1－2． 本計画の構成 

本計画は，次のとおりに構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 計画の目標とめざす姿 

 

【目標の設定】 

目標１ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 
目標２ サイクルスポーツを通じた健康で活力ある社会づくり 
目標３ サイクルツーリズムの推進による観光振興の推進 

目標４ 自転車事故のない安心な暮らしづくり 

 実施する取組 

 

計画策定の趣旨 

 対象地域 計画期間 

 計画の位置付けの整理 

 

 自転車を取巻く現状と課題 

 

目的 

計画の位置付け 各種関連計画との関連性 

 計画の推進 

 

【基本理念】安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地域づくり 

めざす姿 

施 策 

２ スポーツ・健康 ３ 観光 １ まちづくり ４ 交通安全 

目標１ 自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

施策１ 自転車通行空間の計画的な整備の推進 

施策２ まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

目標２ サイクルスポーツを通じた健康で活力ある社会づくり 

施策１ 自転車を活用した健康づくりの推進 

施策２ 自転車通勤等の促進 

目標３ サイクルツーリズムの推進による観光振興 

施策1 魅力あるサイクリングエリアの創出 

目標４ 自転車事故のない安心な暮らしづくり 

施策1 自転車の安全利用の促進 

施策2 自転車の点検整備の促進 

施策3 学校における交通安全教育の推進 

施策4 自転車通行空間の計画的な整備の推進（目標1と同様） 

実施する取組 
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2． 計画策定の趣旨 

2－1． 目的 

本計画は，「広島県自転車活用推進計画」（平成 31 年３月）を基本として，本市の実

情に応じた自転車活用推進計画を策定するものです。 

 

2－2． 対象地域 

本計画の対象地域は，三次市全域とします。 

 

2－3． 計画期間 

本計画では，本市に関連する上位計画，県の推進計画を踏まえ，計画期間を令和 2 年

度から令和 3 年度までとし，関連計画との整合を図る必要がある施策については長期

的視点で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和 2 年度を計画期末とする「交通政策基本計画」等の各種計画

と連携を図り，令和 3 年度までを計画期間としています。 

国の推進計画 

短期的に取り組むもの 

長期的視点で 
取り組むもの 

 
長期計画 

（令和３年～） 

 
短期計画 

（～令和３年） 
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3． 計画の位置づけの整理 

3－1． 計画の位置づけ 

本計画は，「広島県自転車活用推進計画」を基本として，自転車の活用を市全体で総

合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものです。 

なお，自転車の特性に応じて，「まちづくり」，「スポーツ・健康」，「観光」，「交通安

全」の４つの分野について，計画を策定します。 

 

3－2． 各種関連計画との関連性 

計画の策定に当たっては，各種関連計画との整合及び連携を図るものとします。自転

車の活用推進に関係する本市の関連計画を次頁以降に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 まちづくり 

スポーツ・健康 

交通安全 

観光 

三次市自転車活用推進計画 

第 10 次三次市交通安全計画 

三次市健康づくり推進計画 

三次市スポーツ推進計画 

三次市自転車ネットワーク計画 

三次市環境基本計画 
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（１）三次市自転車ネットワーク計画 

 

計画名 三次市自転車ネットワーク計画 

策定主体 三次市 策定年月 令和２年３月 

目的 
歩行者の安全を確保し，自転車の安全性と利便性の向上を図りながら，行政

拠点等を結ぶネットワークを形成し，自転車を利用しやすい環境の整備を図る 

自転車活用推
進に関する取組 

自転車ネットワーク路線の選定，整備形態の決定及び整備の推進 

 

 

自転車ネットワーク路線

STEP①
P24に示している「交通状況
を踏まえた整備形態の考え
方」による分類

制限速度50km/h以上

既存道路空間で
「自転車道」の
整備は可能か？

制限速度が40km/h以下
かつ自動車の日交通量
が4,000台以下

自転車走行位置の明示ソフト対策の

検討・実施

走行位置の表示（歩道）

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在

構造的な分離 視覚的な分離（車道） 走行位置表示（車道）

   

STEP③

広幅員の自転車歩行者道（幅員4.0m以上）を連続的に有する路線か？

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在

既存道路空間で「自転
車専用通行帯」の整備
に、安全性の問題はな
いか？ 既存道路空間での「車

道混在」の整備に安全
性の問題はないか？

STEP②

STEP①

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No No No No

Yes

自転車歩行者道（幅員2.0m以上）を連
続的に有する路線で、歩行者交通量を考
慮した場合、安全性の問題はないか？

Yes

NoNo

・法定外看板

の設置

・マナー啓発

など

STEP②
P26に示している「広幅員の
自転車歩行者道を有する路
線か否かによる分類

○選定した自転車ネットワーク路線 

○整備形態の決定フロー 
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（２）三次市環境基本計画 

 

計画名 三次市環境基本計画 

策定主体 三次市 策定年月 平成 28 年３月 

めざすこと 
少し先の未来に、大切なものを渡したい。だからいま、一人ひとりができることから始める。 

これが三次に生きるわたしたちの「未来へのやくそく」 

自転車活用推
進に関する取組 

環境のことを「知る人」を増やす。環境のために「行動する人」を増やす。 

 
三次市環境基本計画 

2-2 循環型社会 

 ～地球にやさいいエコなまち～ 

2-3 生活基盤 ～地域の温かみと安心感のあるまち～ 

P20 抜粋 

P16 抜粋 
P9 抜粋 

5 年間でしていくこと 
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（３）三次市スポーツ推進計画 

 

計画名 三次市スポーツ推進計画 

策定主体 三次市 策定年月 平成 31 年３月 

基本理念 〇「みる」，「する」，「ささえる」のトリプルで「“スポーツのまちみよし”」を実現 

自転車活用推
進に関する取組 

地域資源を活かしたスポーツイベントの推進 

  

 

 

 

  

三次市スポーツ推進計画 P65 抜粋 

第４章 具体的施策 

５ 地域資源を活かしたスポーツイベントの推進 
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（４）三次市健康づくり推進計画 

 

計画名 三次市健康づくり推進計画 

策定主体 三次市 策定年月 平成 30 年２月 

めざす将来像 
〇いきいき健康⽇本一のまち 

~わたしがつくる！ みんなでつくる！元気があふれるまちみよし~ 

自転車活用推
進に関する取組 

運動を継続できる環境づくりの取組 

   三次市健康づくり推進計画 P36～39 抜粋 

第５章 健康増進計画の取組 

２ 身体活動・運動 
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（５）第 10 次三次市交通安全計画 

 

計画名 第 10 次三次市交通安全計画 

策定主体 三次市交通安全対策会議 策定年月 平成 28 年 12 月 

基本的な考え方 

交通社会を構成する人間，車両及びそれらが活動する交通環境という３要素に

ついて，人間に係る安全対策，車両が原因となる事故の防止対策，交通環境

に係る安全対策，情報通信技術（ICT）の活用について，計画を策定する。 

自転車活用推
進に関する取組 

自転車利用環境の総合的な整備 

第 10 次三次市交通安全計画 （P19～P59 に記載） 

第４章 講じようとする施策 

第１節 道路交通環境の整備 

  １ 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

 （２）通学路等における交通安全の確保 

  ３ 幹線道路における交通安全対策の推進 

   （４）適切に機能分担された道路網の整備 

   （６）改築等による交通事故対策の推進 

  ７ 自転車利用環境の総合的整備 

   （１）安全で快適な自転車利用環境の整備 

   （２）自転車等の駐車対策の推進 

 

  第 2 節 交通安全思想の普及徹底 

  １ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

   （１）幼児に対する交通安全の推進 

   （２）小学生に対する交通安全の推進 

   （３）中学生に対する交通安全の推進 

   （４）高校生に対する交通安全の推進 

  ３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

   （２）自転車の安全利用の推進 

 

第４節 車両の安全性の確保 

  ２ 自転車の安全性の確保 

   （１）自転車安全整備制度の普及 

   （２）損害賠償責任保険等への加入促進 

   （３）自転車の被視認性の向上 
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4． 自転車を取り巻く現状と課題 

「まちづくり」，「スポーツ・健康」，「観光」，「交通安全」の４つの分野において，自転車を取り巻く

現状と課題を整理します。なお，現状について本市が把握していない項目については，広島県のデータ

を用いて整理します。 

4－1． 「まちづくり」 

4-1-1．現状 

（１）自動車及び自転車の保有状況 

 

 

 

 

 

▼自動車保有台数及び普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼自転車保有台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,309 
1,407 1,365 

1,474 
1,404 1,346 
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保
有
台
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広島県の保有台数 人口一人当たりの保有台数

(千台) (台/人)

出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会 

広島県「人口移動統計調査」 

総務省統計局「人口推計」の資料より算出 

出典：広島市「広島市自転車都市づくり推進計画」（平成 25 年 6 月） 

一般財団法人自転車産業振興協会「自転車保有実態に関する調査」 

広島県「人口移動統計調査」より算出 

○県内の自動車保有台数はこの 20 年以上増加傾向であり，自動車の普及率（保有台数/

人口）は約 67％と全国平均の約 65％と同程度です。 

○県内の自転車保有台数は 140 万台前後で推移しており，およそ 2 人に 1 台の割合で保有

しています。 

1,677 

1,775 
1,836 1,853 

1,904 
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62% 64% 65% 67%

58% 60% 62% 63% 65%
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（２）交通手段分担率 

 

 

 

▼三次市の通勤及び通学における交通手段分担率 

 

 

 

 

 

 

 

▼三次市の自動車免許保有者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼65歳以上の自動車免許自主返納数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市の自転車の交通分担率は通勤で 5％，通学で 28％を占めています。 

○自動車免許保有者は 65 歳以上が年々増加傾向にある一方で，自動車免許自主返納者

数も年々増加しています。 

出典：総務省統計局 「平成 22 年国勢調査」 

出典：広島県警察 「免許に関する統計」 

出典：警察庁 「運転免許統計」 
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（３）自転車の利用状況 

 

 

 

▼自転車の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広島県内の自転車利用者は，買い物等の日常生活をはじめ，通勤や遊び・レジャーなど 

日常的に自転車を利用しています。 

49.9 50.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,046

利用している 利用していない

32.9 18.5 23.7 23.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

ほぼ毎⽇ 1週間に3～4⽇ 1週間に1～2⽇ 1ヶ月に数⽇ その他

69.8 

52.4 

50.4 

47.2 

28.4 

22.8 

6.6 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買物等、短距離の移動に便利

他の交通手段に比べ経済面に優れる

いつでも好きな時間に利用できる

健康に良い

環境に優しい

自転車に乗ることが好き

免許が必要ないため

その他

n=1,020

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 

問 あなたは普段自転車を利用していますか。 

問 あなたの自転車利用の主な目的は何ですか。（複数回答可） 

66.6 

35.6 

23.6 

3.1 

3.0 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

買い物等の⽇常生活

通勤

遊び・レジャー

通学

業務

その他

n=1,020

問 あなたは自転車をどれくらいの頻度で利用していますか。 

問 あなたが自転車を利用される主な理由は何ですか。（複数回答可） 
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（４）関心の高い自転車に関する施策 

 

 

▼関心の高い自転車に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自転車を活用する上で，自転車通行空間の計画的な整備推進が最も重要となっています。 

48.9 

32.1 

29.3 

28.0 

25.5 

20.2 

16.1 

16.0 

14.1 

13.9 

13.7 

8.7 

6.3 

3.5 

3.4 

2.5 

2.0 

15.8 

0% 20% 40% 60%

自転車通行空間の計画的な整備推進

自転車の安全利用の促進

地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進

学校における交通安全教育の推進

路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進

安全性の高い自転車普及の促進

自転車の点検整備の促進

自転車を活用した健康づくりの推進

シェアサイクルの普及促進

まちづくりと連携した総合的な取組の実施

自転車通勤等の促進

災害時における自転車活用の推進

サイクルスポーツ振興の推進

自転車のIoT化の促進

世界に誇るサイクリング環境の創出

国際的なサイクリング大会等の誘致

国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進

上記の中にはない

n=2,046

問 あなたが自転車の活用を推進する上で特に重要と思われるものを教えてください。 

（最大５つまでお答えください） 

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 
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（５）自転車ネットワーク計画の策定状況 

 

 

 

 

（６）自転車放置防止への取組 

 

 

 

 

（７）環境 

 

▼家庭からの二酸化炭素排出量の内訳       ▼１人が 1km移動するときの二酸化炭素排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市では，安全で快適な自転車通行空間を整備することを目的に，自転車ネットワーク路

線を選定し，選定した路線毎に整備形態等を示した「自転車ネットワーク計画」の策定を進め

ています。 

○本市では，歩行者の安全な通行や駐輪施設の適正な利用を妨げる自転車等の放置を防ぐ

ため，「自転車等の放置防止に関する条例」を制定し，自転車放置防止のための取組を行っ

ています。 

○我が国では，家庭から排出される二酸化炭素の約２割が自動車から排出されています。 

暖房から

13.9%

冷房から

2.3%

給湯から

14.6%

キッチンから

5.5%

照明・家電製品などから

36.2%

自動車から

22.1%

ゴミから

3.8%

水道から

1.8%

用途別内訳

約4,520[kgCO2/世帯]

家庭からの

二酸化炭素排出量

マイカー 141g 

バス 67g 

鉄道 20g 

自転車 0g 

徒歩 0g 

 出典：国土交通省「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量（旅客）」(平成 28 年度) 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス（平成 28 年度） 
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（８）コンパクトなまちづくりに向けた取組 

 

 

 

 

▼コンパクトシティのイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-2．「まちづくり」の課題 

自転車は環境にやさしく，身近で気軽に使える乗り物です。買物や通勤，通学など幅

広い用途で利用されており，約２人に１台の割合で自転車が保有されています。 

また，通勤及び通学における自転車の交通手段分担率は，通勤で約 5％，通学で約

28％利用されており，主要な移動手段の１つとなっています。 

このようなことから，自転車利用の実情や交通事故発生状況等を踏まえ，自転車通行

空間の整備を推進するなど，安全で快適な自転車の通行環境を確保する必要がありま

す。また，家庭から排出される二酸化炭素の約２割を占める自動車から自転車への利用

の転換を図り，交通における低炭素化や都市部を中心とした道路交通の円滑化等を進

めることが重要です。 

 

○広島県内の市町では，過疎化に伴い地域公共交通サービスが衰退するとともに，高齢者の

運転免許返納者数が年々増加する中，コンパクトシティの形成が進められています。 

○コンパクトシティの形成等を進める上で，環境にやさしく，身近な交通手段である自転車の

利用促進は重要な役割として位置づけられています。 

 

出典：国土交通省ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/common/001171816.pdf
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10代（18～

19歳）
20代 30代 40代 50代 60代 70代 計

20歳以上（20

～70代）

男性 61.5 56.9 48.1 44.7 32.5 54.3 79.4 52.0 51.8

女性 33.3 40.3 33.3 31.6 43.8 59.0 56.3 43.8 44.1

全体 48.0 48.8 40.9 38.1 38.2 56.7 68.2 47.9 47.9

61.5 56.9
48.1 44.7

32.5

54.3

79.4
52.0 51.8

33.3 40.3 33.3 31.6 43.8
59.0 56.3

43.8 44.1

48.0 48.8
40.9 38.1 38.2

56.7
68.2

47.9 47.9

0

20

40

60

80

100
（％）

4－2． 「スポーツ・健康」 

4-2-1. 現状 

（１）スポーツ 

 

 

 

▼広島県の年代別・性別のスポーツ実施率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康 

 

 

▼本市における運動習慣の状況 

指標 
第2次計画策

定時値 

目標値 

(令和5年度) 

実績 

(平成29年度) 

達成状況 

増減 評価 

運動を習慣化している人の割合 

（健康に関するアンケート） 

15～64歳 30.9％ 40.0％ 32.1％ +1.2ﾎﾟｲﾝﾄ Ｃ 

65歳以上 54.6％ 65.0％ 52.3％ -2.3ﾎﾟｲﾝﾄ Ｃ 

日常生活で身体を動かすことを心が

けている人の割合 

（健康に関するアンケート） 

15～64歳 55.7％ 65.0％ 49.8％ -5.9ﾎﾟｲﾝﾄ Ｄ 

65歳以上 69.9％ 80.0％ 69.9％ 0ﾎﾟｲﾝﾄ Ｃ 

元気はつらつラジオ体操を知ってい

る人の割合 

（健康に関するアンケート） 

15歳以上 26.0％ 80.0％ 44.5％ +18.5ﾎﾟｲﾝﾄ Ｂ 

元気はつらつラジオ体操を実施して

いる人の割合 

（健康に関するアンケート） 

15歳以上 34.6％ 45.0％ 28.8％ -5.8ﾎﾟｲﾝﾄ Ｄ 

 

 

 

○広島県の 20 歳以上のスポーツ実施率（週 1 回以上運動・スポーツをする人の割合）は，

全国の 20 歳以上のスポーツ実施率を若干下回っています。 

出典：広島県 「広島県民の運動・スポーツに関する意識調査」（平成 30 年度) 

スポーツ庁 「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（平成 29 年 11～12 月調査） 

○本市の「運動習慣のある人の割合」は，15～64 歳では 32.1%,65 歳以上では 52.3%

となっています。 

出典：三次市健康づくり推進計画（平成 30 年 2 月） 

全国値 
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▼本市における生活習慣病有疾者の状況 

 被保険者数 生活習慣病有疾病者数 有疾病割合 

全体 11,728人 2,733人 23.3% 

男性 5,684人 1,288人 22.7％ 

女性 6,044人 1,445人 23.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼本市の一人当たり国保医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市の国民健康保険被保険者の23.3％が生活習慣病の有疾病者であり，生活習慣病の

レセプトは全レセプトの 52.7％となっています。レセプトの内訳は，「高血圧症」が最も多く，

「脂質異常症」，「糖尿病」が続いています。 

出典：三次市健康づくり推進計画（平成 30 年 2 月） 

○本市の平成 28 年度の一人当たりの国保医療費は 334,394 円であり，入院費は平成 25

年度以降増加傾向にあります。 

169,310 160,446 160,630 165,529 166,083

134,445 132,415 139,319 146,986 142,593

23,663
24,310 25,203

25,361 25,718

327,418 317,171 325,152
337,876 334,394

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成24年度

（2012）

平成25年度

（2013）

平成26年度

（2014）

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

歯科

入院外

入院

(円)

出典：三次市健康づくり推進計画（平成 30 年 2 月） 

3,095 

2,920 

2,379 

964 

512 

221 

166 

311 

0 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

虚血性心疾患

高尿酸血症

脳血管疾患

肝機能障害

大動脈疾患

痛風腎

生活習慣病の疾病数
(件)

生活習慣病

レセプト

52.7

その他の

レセプト

47.3

全レセプトに対する生活習慣病レセプトの割合

内

訳
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▼広島県の医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼広島県の平均寿命と健康寿命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-1．課題 

平成 29 年度の広島県県民健康意識調査によると，「運動習慣のある人の割合」は 20

～64 歳の男女とも減少傾向にあり，働く世代の運動量を低下させない取組が必要であ

り，運動やスポーツに親しみ，気軽に身体を動かす機会を増やすことができる取組の充

実を図ることが大切です。 

生涯スポーツの一つとして日常生活における自転車利用の推進は，心身の健全な発

達や健康・体力の保持増進に役立つだけでなく，将来的な社会保障費の抑制に一定の効

果が期待されることからも，自転車という身近なスポーツの楽しさや喜びを味わうこ

とができる環境づくりを進めることが重要です。 

○高齢化の進展に伴って，国民医療費と同様，広島県の医療費も増加傾向にあります。 

○今後も高齢化率の上昇が見込まれ，それに伴い医療費も増加することが予想されます。 

5,394 

6,323 

7,398 
8,008 8,161 

8,512 
8,836 

9,700 
10,102 10,410 

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成2年度

(1990)

平成5年度

(1993)

平成8年度

(1996)

平成11年度

(1999)

平成14年度

(2002)

平成17年度

(2005)

平成20年度

(2008)

平成23年度

(2011)

平成26年度

(2014)

平成27年度

(2015)

(億円)

出典：広島県 「第 3 期広島県医療費適正化計画」（平成 30 年 3 月） 

○広島県の平均寿命は全国的にみて上位にある一方，健康寿命は低位となっています。 

出典：広島県 「広島県健康増進計画 健康ひろしま 21（第 2 次）改定版」（平成 30 年 3 月） 

81.08

87.33

71.97

73.62

0 20 40 60 80 100

男性

女性

平均寿命(平成27(2015)年)

健康寿命(平成28(2016)年)

(年)

差9.11

差13.71

全国平均81.09（平成29(2017)年）

全国平均87.26（平成29(2017)年）

全国9位

全国27位

全国10位

全国46位

平均寿命（平成 27 年） 

健康寿命（平成 28 年） 



19 

 

4－3． 「観光」 

4-3-1．現状 

（１）観光動態 

 

 

▼本市における県内・県外観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼サイクリングを目的とした観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市における観光客数は，平成 26 年と比べ県内・県外観光客共に増加しています。 

出典：広島県 「広島県観光客数の動向」 

○広島県におけるサイクリングを目的とした観光客は，平成 25 年から平成 29 年までの 5 年

間で約 1.8 倍に拡大しています。 

○一方で，瀬戸内海沿岸部の自治体におけるサイクリング客数は増加しているものの，その他

市町におけるサイクリング客数は横ばい傾向にあります。 

出典：広島県 「広島県観光客数の動向」 

2,449
2,940 2,969 2,979 3,007

307

421 425 431 3732,756

3,361 3,394 3,410 3,380

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

県外観光客数 県内観光客数（千人）

91
133 157 185 204 189

66

80
83
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110 117

19

45
49

49

49 40

23
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35
24

34

33

46

14

17

40

233

316

362 360

415
410
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平成25年

(2013)

平成26年

(2014)

平成27年
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平成28年

(2016)

平成29年
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平成30年

(2018)

その他市町

江田島市

呉市

三原市

尾道市

（千人）

（やまなみ街道サイクリングロード等） 

（さざなみ海道サイクリングロード） 

（かきしま海道サイクリングロード） 

（とびしま海道サイクリングロード） 

（しまなみ海道サイクリングロード） 

（代表的なサイクリングロード） 
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（２）サイクリングロードの整備状況 

 

 

やまなみ街道 
サイクリングロード 
（約 187ｋｍ） 

尾道市から松江市を結ぶ全長約 187ｋｍのサイクリングロードです。また，沿
線には 18 の周遊コースが設定されており，三次市内には５つの周遊コースが設
定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市には，やまなみ街道サイクリングロードが設定されています。 

出典：広島県ホームページ 
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（３）サイクリストの受入環境づくり 

 

 

 

▼サイクリングロード沿線施設の対応状況 

サイクリングロード / 沿線施設 

サ
イ
ク
リ
ン
グ 

マ
ッ
プ
の
配
架  

      
      

  
 

サ
イ
ク
ル 

ス
タ
ン
ド
設
置 

給
水
対
応  

(

無
料) 

パ
ン
ク
修
理
等 

の
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

やまなみ街道 

サイクリングロード 

道の駅ゆめランド布野  ○    

道の駅クロスロードみつぎ ○ ○ ○  ○ 空気入れ，工具 

 

（４）サイクリングイベントの開催状況 

 

 

 

▼サイクリングイベントの参加者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-2．課題 

本市では，尾道市と松江市を結ぶやまなみ街道サイクリングロードとその沿線に設

定した周遊ルートにおいて案内表示の整備を行っています。今後はサイクリング客の

ニーズの把握や受入環境の更なる充実により，魅力あるサイクリングエリアを形成し，

来訪者の増加による観光振興を図る必要があります。 

 

  

○やまなみ街道サイクリングロードにおけるサイクリストへの対応として，沿線施設においてはサイ

クルスタンドの設置が行われています。 

○本市では，中国横断自動車道尾道松江線の開通後における沿線地域の活性化を図るた

め，沿線自治体等と協力し，サイクリングイベント「道の駅グルメライド in 中国山地」を平成 

26 年から開催しています。 

提供：「第 6 回 道の駅グルメライド in 中国山地」実行委員会 

199

146

208
234

207 197

110

66

114
139

131 172

16 12 13 17 6 9

0

100

200

300

400

500

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

県外 県内 うち三次市
（人）

309

212

322

373
338

369



22 

 

4－4． 「交通安全」 

4-4-1．現状 

（１）自転車関連事故の発生状況 

 

 

 

 

▼全交通事故件数の推移（広島県）              ▼全交通事故件数の推移（全国）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼自転車関連事故件数の推移（広島県）            ▼自転車関連事故件数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広島県の自転車乗用中の事故件数は減少傾向にありますが，全事故件数に占める自転車

事故件数の割合は約 2 割で横ばい傾向にあります。 

○全国の事故件数も広島県と同様の傾向にあります。 

出典：広島県警察本部 「広島の交通統計」 出典：警察庁 「交通事故の発生状況」 

出典：広島県警察本部 「広島の交通統計」 出典：警察庁 「交通事故の発生状況」 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

全交通事故(広島) 125 112 98 89 76

全交通事故死者(広島) 117 95 86 91 92
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

全交通事故(全国) 5,738 5,369 4,992 4,722 4,303

全交通事故死者(全国) 4,113 4,117 3,904 3,694 3,694
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▼本市の自転車関連事故死傷者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自転車関連事故と法令違反の状況 

 

 

 

▼自転車乗用中死傷者の法令違反の状況（広島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本市における自転車関連事故による死傷者数は,平成 25 年以降横ばい傾向にあります。 

○広島県の自転車側に法令違反のある事故は減少傾向にありますが，自転車関連事故に占

める法令違反のある自転車の割合は増加傾向にあります。 

出典：広島県警察 「広島の交通統計」 
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（３）自転車保険の加入状況 

 

 

 

▼自転車保険の加入状況 

 

 

 

 

 

 

▼自転車保険の加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ヘルメットの着用状況 

 

 

▼ヘルメットの着用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広島県内における自転車保険の加入状況は，費用負担等を理由により低調であると考えら

れます。 

問 あなたは自転車保険へ加入していますか 

34.1 10.8 7.3 47.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

加入している 加入に向けて検討している

加入しているかどうか分からない 加入していない

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 

48.2 

25.4 

22.1 

12.7 

6.4 

0% 20% 40% 60%

費用負担が生じるから

手続きが面倒だから

自転車保険を知らないから

事故を起こす危険がないから

その他

n=488

問 自転車保険に加入していない理由を教えてください。 

○広島県内では，ヘルメットを着用している人はごく少数にとどまっていると考えられます。 

5.6 94.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

ヘルメットを着用している ヘルメットを着用していない

問 あなたは自転車を利用する際，自転車用ヘルメットを着用していますか。 

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 
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（５）交通ルール・マナー 

 

 

 

▼通行ルールの認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）自転車の通行位置の状況 

 

 

▼自転車の通行位置 

 

 

 

 

 

 

4-4-2．課題 

近年，自転車事故の発生状況は横ばい傾向にあります。自転車事故のない社会の実現

に向けて，交通安全対策を推進するとともに，自転車利用者に対しては，交通ルールや

マナーに関する理解を深めるため，交通安全教育等の充実を図る必要があります。 

 

 

○自転車の通行ルールについて，「自転車は車道では左端を通行しなければならない」「自転車

は車道通行が原則であり，歩道通行は例外である」の認知度は高いものの，その他のルール

については高いとは言えない状況にあると考えられます。 

80.6 

79.1 

58.2 

30.3 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車は車道では左端を通行しなければならない

自転車は車道通行が原則であり、歩道通行は例外

である

歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行しな

ければならない

自転車で歩道を通行できるのは、以下の条件にあて

はまる場合に限られる

上記のルールは全て知らなかった

n=2,046

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 

問 自転車の通行ルールについて，あなたが既にご存知のものを教えてください。（複数回答可） 

○広島県民の自転車利用者は，自転車を利用する際，主に歩道を走行する割合が最も高い

ものと考えられます。 

出典：広島県 「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30 年 12 月） 

問 あなたが自転車を利用する場合，主に道路のどこを走行していますか。 

18.9 42.6 33.3 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,020

主に車道 主に歩道 車道と歩道の半々くらい 意識していない
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5． 計画の目標とめざす姿 

5－1． 基本理念 

 

 

今後，本市においても，自転車の活用による環境負荷の低減，国民の健康増進等を図

ることなど新たな課題に対応するため，交通の安全の確保を図りつつ，自転車の利用を

増進し，交通における自動車への依存の程度を低減することによって，公共の利益の増

進に資することが求められています。 

このような背景から，「安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地

域づくり」を基本理念とし，移動手段としてだけでなく，「まちづくり」，「スポーツ・

健康」，「観光」，「交通安全」など様々な場面で自転車活用の取組を推進します。 

 

5－2． めざす姿 

本計画のめざす姿は，基本理念，現状の課題，市民ニーズ等を踏まえ，次のとおり設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かで活力ある地域づくり 

１．安全で快適な自転車利用環境の整備が進み，自転車を安全に利用できる環境が創出さ

れ，低炭素化や道路交通の円滑化等，良好な地域環境の形成が実現されています。 

２．身近な自転車利用の促進により，市民が健康で活力ある生活を満喫し，快適な地域環

境の形成が進展しています。 

３．サイクリストが快適かつ安心してサイクリングを楽しめるようハード・ソフト両面から環境整備

を図るとともに，積極的な情報発信を行うことで何度でも訪れたくなる魅力あるサイクリングエ

リアとなっています。 

４．市民がそれぞれの立場で交通安全に取り組み，交通事故のない安心な三次市が実現され

ています。 
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5－3． 目標の設定 

本計画では，5-2 で述べためざす姿を実現するため，下記に示す４つの目標を設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

安全で快適な自転車利用環境の整備が進み，自転車を安全に利用できる環境が創
出され，低炭素化や道路交通の円滑化等，良好な地域環境の形成が実現されていま
す。 

サイクルスポーツを通じた健康で活力ある社会づくり 

身近な自転車利用の促進により，市民が健康で活力ある生活を満喫し，快適な地域
環境の形成が進展しています。 

サイクリストが快適かつ安心してサイクリングを楽しめるようハード・ソフト両面から環境整備
を図るとともに，積極的な情報発信を行うことで何度でも訪れたくなる魅力あるサイクリン
グエリアとなっています。 

市民がそれぞれの立場で交通安全に取り組み，交通事故のない安心な三次市が実現
されています。 

サイクルツーリズムの推進による観光振興 

自転車事故のない安心な暮らしづくり 

安全で快適な自転車利用環境の創出による 
豊かで活力ある地域づくり 

基本理念 

めざす姿 １ 

めざす姿 ２ 

めざす姿 ３ 

めざす姿 ４ 

目標１ 

目標２ 

目標３ 

目標４ 
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6． 実施する取組 

設定した目標を達成するために実施する取組を次のとおり設定します。 

 

▼実施する取組一覧 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 施 策 実施する取組 

【目標１】 
自転車を安全
に利用できる
人・環境にや
さしいまちづ
くり 

(1) 自転車通行空間の計
画的な整備の推進 

① 自転車通行空間の整備 

② 自転車利用促進に関する広報・啓発 

(2) まちづくりと連携し
た総合的な取組の実
施 

① まちづくりと連携した自転車施策の推進 

② 生活道路における安全対策の実施 

【目標 2】 
サイクルスポ
ーツを通じた
健康で活力あ
る社会づくり 

(1) 自転車を活用した健
康づくりの推進 

① 健康増進の広報・啓発 

(2) 自転車通勤の促進 ① 自転車通勤の広報・啓発 

【目標 3】 
サイクルツー
リズムの推進
による観光振
興 

(1) 魅力あるサイクリン
グエリアの創出 

① 官民連携によるサイクリスト受入環境の充実 

② サイクリングを活用した広域的な観光振興 

【目標 4】 
自転車事故の
ない安心な暮
らしづくり 

(1) 自転車の安全利用の
促進 ① 交通安全意識の向上を図る広報・啓発 

(2) 自転車の点検整備の
促進 

① 自転車の点検整備を促進するための広報・啓発 

(3) 学校における交通安
全教育の推進 

① 交通安全教室の推進 

② 通学路周辺の安全点検 

(4) 自転車通行空間の計
画的な整備の推進 ① 再掲：【目標１】（１） 
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6－1． 目標１ 「自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり」 

（１）自転車通行空間の計画的な整備の推進 

取組 ①自転車通行空間の整備 

取組内容 
「三次市自転車ネットワーク計画」に基づき，関係機関と連携しながら，自

転車走行空間の整備を推進します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車通行空間の整備イメージ 

出典：国土交通省ホームページ 

指標 

自転車通行空間の整備路線数 

実績：０路線（令和元年度） 

目標：２路線（令和３年度） 

 

取組 ②自転車利用促進に関する広報・啓発 

取組内容 
マイカーから自転車への転換による CO2 削減効果や健康増進など，自転車

交通への転換について広報・啓発を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報・啓発ポスターの例 

出典：広島市ホームページ 

  

 

自転車道 自転車専用通行帯 

車道混在 矢羽根型路面標示・自転車ピクトグラム 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1425565029168/index.html
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（２）まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

取組 ①まちづくりと連携した自転車施策の推進 

取組内容 
コンパクトシティ形成に向けた取組やまちづくりと連携した自転車通行空

間等の整備を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトシティのイメージ 

出典：国土交通省ホームページ 

 

取組 ②生活道路における安全対策の実施 

取組内容 

道路幅員が狭小な生活道路において，区域を定めて時速３０キロの速度規制

を実施する「ゾーン 30」の整備や路面標示等による速度抑制対策など安全

対策を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ 

指標 

生活道路における安全対策の実施区域数 

 実績：１区域（令和元年度） 

 目標：２区域（令和３年度） 

三次町のゾーン３０ 速度抑制対策（ハンプ）の例 
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6－2． 目標２ 「サイクルスポーツを通じた健康で活力ある社会づくり」 

（１）自転車を活用した健康づくりの推進 

取組 ①健康増進の広報・啓発 

取組内容 

気軽に身体を動かす機会として自転車の利用を促進し，運動習慣者の割合の

増加につなげるため，地域のサイクリングロードや自転車イベント等の広報

を，ホームページ等を活用して実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車マップの例 

発行：滋賀県守山商工会議所 

（２）自転車通勤の促進 

取組 ①自転車通勤の広報・啓発 

取組内容 
都市交通の円滑化を図り交通渋滞と道路環境の改善を目的として，事業者活

動における自転車通勤を拡大するための広報・啓発を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ                出典：福山市ホームページ 

福山都市圏交通円滑化総合計画 

自転車通勤導入に関する手引き 
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6－3． 目標３ 「サイクルツーリズムの推進による観光振興」 

（１）魅力あるサイクリングエリアの創出 

取組 ①官民連携によるサイクリスト受入環境の充実 

取組内容 

○やまなみ街道サイクリングロードの周辺において，快適で安心してサイク

リングを楽しめる環境づくりとして，駐輪場所，トイレ，飲料水等をいた

だける施設（サイクルオアシス）の導入について検討します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：尾道市ホームページ 

 

取組 ②サイクリングを活用した広域的な観光振興 

取組内容 

やまなみ街道サイクリングロードは，中国山地を縦断し，山陰及び四国地方

へ通じる広域ルートであることから，サイクリングを活用した観光振興の可

能性を秘めている。 

毎年 9 月に開催している「道の駅グルメライド in 中国山地」は，県内外か

ら約 400 人のサイクリストが集うやまなみ街道サイクリングロードを代表

するイベントとなっており，更なる誘客やリピーターの創出を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

指標 

道の駅グルメライドの参加者数 

実績：369 人（うち，県外 172 人）（令和元年度） 

目標：400 人（うち，県外 200 人）（令和３年度） 

道の駅グルメライド in 中国山地 

しまなみサイクルオアシスの例 

サイクリングマップ（広島県作成） 

サイクルスタンド（道の駅ゆめランド布野） 

路面案内表示 
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6－4． 目標４ 「自転車事故のない安心な暮らしづくり」 

（１）自転車の安全利用の促進 

取組 ①交通安全意識の向上を図る広報・啓発 

取組内容 

自転車の安全利用につながる「自転車安全利用５則」をはじめ，自転車保険

への加入やヘルメット着用の促進について，広報誌やホームページ等を活用

し，広報・啓発を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用５則のパンフレット 

出典：公益財団法人広島県交通安全協会ホームページ 

指標 
自転車関連事故の死傷者数 

 実績：17 人（平成 29 年）  目標：12 人（令和 3 年） 

（２）自転車の点検整備の促進 

取組 ①自転車の点検整備を促進するための広報・啓発 

取組内容 
定期的な自転車の点検整備を促すため，広報誌やホームページ等を活用し，

広報・啓発を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS マークパンフレット 

出典：公益財団法人⽇本交通管理技術協会ホームページ 

https://www.hiroankyo.or.jp/common/news_paper/news_5soku/news_5soku.html
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（３）学校における交通安全教育の推進 

取組 ①交通安全教室の推進 

取組内容 
小・中・高等学校等の児童，生徒を対象に，交通安全教室等を開催し，交通

安全意識の向上を図ります。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

交通安全教室（イメージ） 

 

取組 ②通学路周辺の安全点検 

取組内容 
教育委員会，学校，ＰＴＡ，警察，道路管理者等により，通学路の安全点検

を実施し，交通安全の確保に必要な対策を実施します。 

取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

通学路の安全点検（イメージ） 

（４）自転車通行空間の計画的な整備の推進 

「６-１（１）自転車通行空間の計画的な整備の推進」と同様 
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7． 計画の推進 

本計画は，国や県，警察などの関係機関と，市の関係部局等がお互い連絡を図りなが

ら，PDCA（計画－実施－点検－改善）サイクルに基づき，計画内容の改善や施策の重

点化を図りながら，継続的に計画を推進していきます。 

また，計画を着実に推進するため，「まちづくり」，「スポーツ・健康」，「観光」，「交

通安全」の各分野の関係者が連携を図り，総合的かつ戦略的に取組の実施を図ります。 

 

図表 PDCA サイクルの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 
 

計画の策定 

Do（実施） 
 

取組の実行 

Check（点検） 
 

取組の評価 

Action（改善） 
 

取組の見直し 

PDCAサイクルによる 
継続的改善 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三次市自転車活用推進計画 

令和２年３月 

建設部 土木課 


